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1. 独立行政法人国際協力機構について 

独立行政法人国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：JICA、以下「機

構」という）は、開発途上にある海外の地域に対する技術協力、有償及び無償の資金供与によ

る協力、開発途上地域の住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要な業務等、総合的な

政府開発援助（Official Development Assistance：ODA）の実施機関である。組織体制は、各

本部（東京都千代田区にある麹町本部、市ヶ谷本部及び竹橋本部）に加えて、15の日本国内拠

点、約 100の在外拠点が存在する。    

詳細は JICA公式サイト https://www.jica.go.jp //を参照。 

 

2. 業務の背景・目的 

情報システム部は、機構内 IT 基盤の運用支援を目的として「コンピュータシステム運用等業

務（運用フェーズ）」及び「JICA情報通信網の更改」業務（以下「両運用契約」という。）の委託

契約を締結し、同契約の監理を行っている。 

現行の両運用契約の履行期限は「コンピュータシステム運用等業務（運用フェーズ）」が「2022

年 5 月まで」、「JICA 情報通信網の更改」が「2022 年 3 月まで」となっている。本来であれば同

履行期限を鑑み、次期の両運用契約（以下「次期 IT基盤契約」という。）受託事業者の調達準備・

支援業務としての位置づけである本業務の調達をより早期に開始する予定であった。 

しかし、2020年度から流行している「コロナウィルス（COVID-19）」対策として国内外拠点を

含む機構全体での在宅勤務が急増し同急増に対応するためにクラウド化等機構 IT 環境が大幅に

変わることとなったため、このタイミングで本事業の調達を行うものである。なお、現行の両運

用契約履行期限は、次期 IT 基盤契約受託事業者の調達に要する期間を鑑み延長することを検討

中である。 

本業務は、次期 IT 基盤契約受託事業者の調達準備・支援を中心に下記サブ業務から構成され

る。 

 

業務１. 事前準備・要件定義（現状調査、次期 IT 基盤最適化計画策定、次期 IT 基盤要件定義） 

業務２. 次期 IT基盤契約受託事業者調達支援（調達計画作成、調達仕様書（案）作成、調達 

プロセス促進） 

業務３. 実施監理支援（引継支援、次期 IT 基盤契約受託事業者による「設計・構築フェーズ」

業務の監理支援） 

 

 

上記各サブ業務にて想定される業務量を以下に示す。 
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業務 業務量（人月、目安） 

1 68.0 

2 49.0 

3 71.0 

表 1 業務量（目安） 

 

3. 業務内容 

（1） 本業務の対象 

 本業務の対象範囲は、原則として以下の 2契約であり、共通データベース（DataBase、以下

「DB」という。）、共通基盤、有償資金協力システムデータセンタ（Data Center、以下「DC」

という。）およびバックアップ DCの運用を除く図 1の赤枠内で示す箇所を検討範囲とする。 

1) 「コンピュータシステム運用等業務」：機構・情報システム部が提供する情報基盤シス

テム構築および運用、国内外ユーザからの問い合わせ対応に係る業務（ヘルプデスク業

務）を指す。 

2) 「情報通信網の更改業務」：機構における機構 DCと本部、国内、在外拠点を接続するネ

ットワークサービス、Wide Area Network（以下「WAN」という。）構内に必要な情報通

信機器、セキュリティサービス、在外拠点 Local Area Network（以下「LAN」という。）

に係わる構築および運用管理業務を指す。 
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図 1 業務範囲図 

 

（2） 本業務を実施する上での基本的観点 

本業務は以下の基本的観点に基づき実施されることを想定している。なお、以下基本的観点

は本仕様書策定時のものであり、今後の日本政府の IT環境整備等に係る方針や市場動向等を踏

まえ、必要であれば下記観点の追加や変更を技術提案書において提案すること。 

1) クラウド・バイ・デフォルト原則に則ったクラウド技術の導入 

クラウド・バイ・デフォルト原則に則り、SaaS/PaaS/IaaSの導入及び、ハイブリットクラ

ウドの導入を検討すること。 

2) クラウド製品導入を見据えた通信帯域・通信設計 

クラウド及び、ハイブリットクラウドの導入を視野に入れ、どの拠点においても業務に支

障のない通信帯域・通信設計を検討すること。なお、受託者は、必要に応じてクラウド製品

のユーザビリティを検証する目的で Proof of Concept（概念実証、以下「PoC」という。）

等を実施し、その結果を機構に報告すること。 

3) 最適な通信網の調達方法の検討 

クラウド・バイ・デフォルト原則により、Web通信量・運用コストが増加することを想定

し、当該通信網に関して本邦一括調達だけでなく、現地各拠点による調達も視野に入れた最

適な調達方法を検討すること。 
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4) 導入済もしくは導入予定のクラウド製品・サービスの確認及び他社クラウド製品・サー

ビスとの比較 

基盤システムの１つに、機構内の IT基盤（グループウェア、コミュニケーションツール

等）がある。機構では、2020年 7月 16日付業務委託契約「ポストコロナの情報システム基

盤拡充・クラウド化の設計・構築及び運用支援」及び 2020年 10月 30日付業務委託契約

「ポストコロナの情報システム基盤拡充・クラウド化の設計・構築及び運用支援（ステップ

2及び 3）」によって、下記の Microsoft社（以下「MS社」という。）製及び Zscaler社製

のクラウド製品・サービスを 2020年度に導入した。 

製品・サービス名 役割 

Microsoft o365 E5 

Exchange Online メール 

Azure Active Directory ユーザ/組織情報一元管理 

SharePoint Online ファイル・情報共有 

Teams 
チャット/会議・通話/チーム/ファイル

共有 

OneDrive ファイル共有 

Intune 
モバイルデバイス管理/モバイルアプリ

ケーション管理 

Microsoft Defender for EndPoint クラウド環境のセキュリティ 

Azure Sentinel クラウド基盤のログ一元管理、監視 

Zscaler 
クラウドプロキシサーバ/プライベート

アクセス管理 

表２ 2020年度導入済のクラウド製品・サービス一覧 

また、2021年度には「ポストコロナの情報システム基盤拡充・クラウド化の設計・構築

及び運用支援（ステップ 4）（仮称）」及び「同（ステップ 5）（仮称）」において以下の

製品・ツールを導入中もしくは予定である。 

製品・サービス名 役割 

Microsoft o365 E5 

Teams（機能拡張） 共有・バックアップデータを管理 

Planner 計画作成アプリケーション 
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Forms アンケート作成ツール 

Power Platform 

PowerApps/PowerBI/PowerAutomateによ

るビジネスアプリケーション開発サービ

ス 

SharePoint Online 社内ポータルサイト 

Stream 研修等の動画配信 

Azure Information Protection データ保護 

Citrix with Windows Virtual Desktop クラウド上のデスクトップサービス 

Ave.Point Doc.Ave. SharePointサイトの移行ツール 

表３ 2021年度導入予定のクラウド製品・サービス一覧 

次期「コンピュータシステム運用等業務」契約の要件を検討・定義する際、機構で利用す

るクラウド製品・サービスの導入状況及び見込に応じて行うこと。また、上記 MS社のクラ

ウド製品・ツールと他社のクラウド製品・ツールを比較し、機構にとって最適なクラウド製

品・ツールを検討・選定すること。 

5) クラウドとオンプレミス環境の併存 

現在、機構の情報システム基盤は上記「（2）本業務を実施する上での基本的観点、4)導入

済もしくは導入予定のクラウド製品・サービスの確認及び他社クラウド製品・サービスとの

比較」のとおり、クラウド移行済の機能と下記のとおりオンプレミス環境に残っている機能

が併存している状況である。次期「コンピュータシステム運用等業務」契約の要件を検討・

定義する際は、クラウド化の進捗状況も鑑みつつ、クラウド・バイ・デフォルト原則に則っ

た検討を行うこと。 

機能 役割 

Exchangeサービス プリンター・業務システム用のメールサーバ 

Active Directoryサービス 業務システム用のユーザ/組織情報一元管理 

DNSサービス 
Windows ドメイン内におけるシステムの名前

解決 

DHCPサービス 
ネットワークに接続するコンピュータに、IP

アドレスなどを自動的に割り当てる 

ソフトウェア起動制御サービス 
クライアント PCの資産情報の収集、アプリ

ケーションの配布及びアプリケーション制御 
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ソフトウェアインストール制御サー

ビス 

認められたプログラムのみ稼働するように制

御する。 

メール監査サービス 

※今年度サービス停止予定 

メール監査を目的としたメールデータ保存、

検索を実施する 

リモートアクセスサービス 

インターネット経由で、JICAの IT基盤サー

ビスシステムやファイル共有サービスにアク

セスして、各サービスを利用できるようにす

る。 

原則、緊急時利用を想定 

ファイルメーカシステムサービス 
データベース「ファイルメーカー」のサービ

ス環境やメンテナンスサービスを提供する。 

不正 PC接続検知・排除サービス 

許可済の Macアドレス以外からの接続要求が

あった際に、それを検知し、遮断する。(国

内拠点のみ対象） 

不正侵入防止サービス 

（IPS） 

DoS（サービス拒否攻撃）やプログラムの脆

弱性を狙う悪意のある通信や不正なパケット

に対して、検知、通信を遮断する等の防御を

リアルタイムに行う。 

セキュリティログ相関分析サービス 

ファイルサーバへのアクセスログやプロキシ

サーバの通信ログ等、複数のログを集約し

て、相関分析する。 

共通基盤(EAI)DBサービス 

※今年度サービス停止予定 

複数のデータベースにまたがるデータを連携

させ、1つのデータに統合する。 

表４ 現行オンプレミス環境で利用中の機能一覧 

 ※上記は 2021年 6月時点の状況であり、本業務開始後時点でサービス停止もしくはクラ

ウド化実施済となっている可能性もあるため、業務開始時点で再度状況を確認すること。 

6) 政府セキュリティ方針を考慮した、ゼロトラストセキュリティ構築 

次期 IT環境ではクラウド中心となる業務環境や Bring Your Own Device（私用端末の持

ち込み、以下「BYOD」という。）も想定している。そのため、政府方針「政府機関等の情報

セキュリティ対策のための統一基準群（平成 30年度版）」を考慮し、次期 IT環境に適した

「ゼロトラストセキュリティ」構築を実現できるよう検討すること。 
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7) 競争性・コスト面で最適化された調達区分 

次期 IT基盤契約調達における競争性確保を最重視し、かつ機構にとって、運用・コスト

面で最適となる調達区分及び次期 IT基盤契約に含める業務を検討すること。 

8) 総保有コスト（Total Cost of Ownership（TCO））の最適化 

次期 IT基盤契約において、TCOの最適化を図ること。 

 

（3） 業務内容・成果品 

業務１. 事前準備・要件定義（現状調査、次期 IT 基盤契約の最適化計画策定、次期 IT 基盤要

件定義） 

1) 業務実施計画書作成 

下記の内容を記載した業務実施計画書を作成すること。 

① 背景・目的 

② 業務の進め方・実施方法 

③ プロジェクト管理方法 

④ 作業スケジュール 

⑤ 実施体制等 

2) 機構体制・業務概要の現状調査・確認 

機構全体の体制及び各本部及び国内・在外拠点の業務概要について、既存資料を基に調

査・確認する。 

3) 現行機構 IT基盤（情報通信網含む）の現状調査 

情報通信網を含む現行の機構 IT基盤について、既存資料や現行の両運用契約受託事業者へ

のヒアリング等を実施し、現状及び課題を「現状調査報告書」として取り纏めること。ま

た、情報システム部が機構全体に提供する IT基盤に加えて、同部以外の各部署で利用されて

いる「業務システム」の現状及び課題も確認すること。 

4) 次期 IT基盤最適化計画（目指すべき姿）策定 

上記、調査結果を踏まえ、そこから得られた示唆や市場動向、政府動向、有する知見を加

味し、次期 IT基盤の「最適化計画（目指すべき姿）」を策定し、機構の承認を得ること。ま

た、最適化計画策定の際は、「（2）本業務を実施する上での基本的観点」を考慮すること。

特に「4) 導入済もしくは導入予定のクラウド製品・サービスの確認及び他社クラウド製

品・サービスとの比較」及び「5) クラウドとオンプレミス環境の併存」を参考に「更なる

クラウド化」を基本的な方針として、IT基盤の目指すべき姿を明らかにし、それを実現する

ための取組を、具体的なスケジュールも含めて取りまとめること。 
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5) 製品、サービス選定及び比較検討  

「最適化計画（目指すべき姿）」に適していると考えられる（クラウドを中心とした）製

品やサービスを調査、分析、製品比較し、機構での導入に適した製品やサービス候補を明ら

かにすること。 

なお、「（2）本業務を実施する上での基本的観点、4)導入済もしくは導入予定のクラウド

製品・サービスの確認及び他社クラウド製品・サービスとの比較」に記載のとおり、機構で

は 2020年度より MS社のクラウド製品・サービスを導入している。本作業では MS社以外で適

用し得るクラウド製品・サービス候補を選定し、製品・サービス自体及び製品・サービスの

導入に係るコスト比較、MS社以外のクラウド製品・サービス活用可能性（情報システム部の

提供する IT基盤及び同部以外の部署で利用されている各「業務システム」両方における活用

可能性）を中心に取りまとめること。 

6) 次期 IT基盤要件策定・定義及び同要件定義書の作成 

「最適化計画（目指すべき姿）」を元に、（情報通信網を含めた）次期 IT基盤の要件及

び次期 IT基盤契約区分に係る要件を、「別添 次期 IT基盤要件定義に係るポイント」を参

照しつつ策定・定義すること。合わせて同要件定義に基づく次期 IT基盤契約の概算費用

（初期費用及び運用費用）を算出する。策定・定義した要件及び次期 IT基盤契約概算費用

を「要件定義書」として取り纏めること。 

7) 移行実施計画（案）の策定 

現行両運用契約受託事業者から次期 IT基盤契約受託事業者への円滑な移行が実現するよ

うに、次期 IT基盤契約の調達スケジュールを踏まえた「移行実施計画（案）」（現行両運

用契約受託事業者が取りまとめるべき引継事項、次期 IT基盤契約本格稼働までの現行両運

用契約と次期 IT基盤契約の並行可動スケジュール等）を策定すること。 

＜成果品＞ 

・「業務実施計画書」 

・「現状調査報告書」 

・「最適化計画（目指すべき姿）」 

・「製品・サービス調査・分析報告書」 

・「要件定義書」 

・「移行実施計画（案）」 

業務２. 次期 IT 基盤契約受託事業者調達支援（調達計画作成、調達仕様書（案）作成、調達プ

ロセス促進） 

1) 調達計画書作成 

「業務１」で作成した成果品（「現状調査報告書」、「最適化計画（目指すべき姿）」、

「要件定義書」及び「移行実施計画（案）」）に基づき、調達スケジュール（案）を含む調

達計画書を策定すること。 
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2) 調達仕様書（案）作成 

調達計画書に基づき、次期 IT基盤契約の各調達仕様書（案）を作成すること。調達仕様

書（案）だけでなく、機公示を行うにあたって必要な資料（案）一式（仕様書添付資料

（案）、入札説明書（案）、予定価格積算根拠（案）等）も機構と協議の上作成すること。

なお、次期 IT基盤契約の調達方法については「一般競争入札：総合評価落札方式（国内向

け物品・役務等）」を想定している。同調達方法の概要は機構ホームページの以下リンクを

参照すること。 

国内向け物品、役務の調達概要、応募手続き | 調達情報 | JICAについて - JICA 

様式 一般競争入札：総合評価落札方式（国内向け物品・役務等） | 調達ガイドライン、

様式 | 調達情報 | JICAについて - JICA 

3) 調達各プロセス促進 

機構の求めに応じ、調達各プロセスにおける技術的なアドバイスを行う。想定される具体

的な各調達プロセス及び同プロセスにおける支援内容（案）は以下のとおり。 

  

入札公告前 

「②調達仕様書（案）作成」に記載の各資料（案）の作成及び情報シ

ステム部との協議、入札公示前の機構内手続きでのコメントへの回答

に係る技術的アドバイス 

業務内容説明会 

事前：説明会準備支援 

実施中：参加者からの質問に対する回答支援（技術面での補足等） 

事後：参加者からの事後質問に対する回答支援 

質問（回答） 質問への回答（案）策定 

技術提案書提出 技術提案書の精査支援、技術提案書評価支援 

表５ 調達プロセス別支援内容（案） 

＜成果品＞ 

・「調達計画書」 

・「調達仕様書（案）（仕様書添付資料（案）、入札説明書（案）、予定価格積算根拠

（案）含む）」 

 

業務３. 実施監理支援（引継支援、次期 IT 基盤契約受託事業者による「設計・構築フェーズ」

業務の監理支援） 

1) 引継支援 

https://www.jica.go.jp/announce/beginner/application/domestic/index.html#form
https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html
https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html
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現行両運用契約受託事業者－次期 IT基盤契約受託事業者間の引継は基本的に両者間で直

接行うが、引継に係る技術的アドバイス、両者間の引継促進、課題が発生した際の解決支

援及び課題も含めた引継進捗に係る機構への報告・相談を行うこと。 

2) 次期 IT基盤契約受託事業者による「設計・構築フェーズ」業務監理の支援 

次期 IT基盤契約受託事業者が次期 IT基盤契約の「設計・構築」を行う際、技術的アド

バイスを行うこと。また機構による、次期 IT基盤契約受託事業者の「設計・構築」フェー

ズ業務の監理を支援し（課題の抽出及び解決支援を含む）、同業務監理に関し機構への報

告及び相談を随時行うこと。 

＜成果品＞ 

・「引継進捗報告書」 

・「実施監理支援報告書」 

 

4. 履行期限 

 本業務の履行期限は「2021 年 11 月 8 日～2024年 8 月 9 日」とする。また現時点で想定され

る本業務スケジュール（案）を「図 2」のとおり示す。 

 

図 2 本業務スケジュール（案） 

5. 実施体制 

（1） 機構側体制の概要 
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1) 本業務の機構側責任者は、機構情報システム部システム第一課となる。その役割・責

任範囲は、機構システム基盤の全体統括である。加えて、機構システムの運用サイク

ルをモニタリングしつつ、システムの重大な変更や中長期的な取り組みにかかる方針

検討・立案を行い、機構システムの恒常的な改善・発展を確保する役割がある。本契

約においては、本契約受託者が実施する作業・提案等に対する承認を行う。 

2) 機構には情報システム部職員等から構成される Project Management Office（以下

「PMO」という。）が構築されており、本業務の機構側責任者の監理・評価に助言等を

行う。また、本業務は機構内の各本部内部署、国内外拠点等多数のステークホルダの

協力を得る必要があることから、PMO同協力取り付けも含めた本業務への側面支援も

行う。 

なお、2021年中にプロジェクトマネジメント情報システム（Project Management 

Information System（PMIS）の構築が開始される予定であり、同システムへの本業務

の成果や進捗状況等関連情報のインプット等を通じ同構築への協力を行う。 

（2） 受託者に求められる体制 

1) 要員配置については、本業務を遂行する上で、十分な資格、能力、経験を有する人材

と体制を確保し、業務全体を総括する「総括責任者」、現場の実務レベルの責任者で

ある「業務責任者」、及び「業務担当者」を配置すること。総括責任者および業務責

任者は、本業務の実施上必要となる各種会議への参加が可能な要員を配置すること。

業務責任者及び業務担当者は本業務の専任であることが望ましい。 

2) プロジェクトの運営において実施される各種会議は、受託者が主催する以外に、監理

対象となる次期 IT基盤契約受託事業者の（設計・構築フェーズにおける）月次・週次

定例、および週複数回程度の機構内協議を想定している。 

3) 本業務に従事する全ての者について、政府機関 IT総合戦略室（政府 CIO）の標準ガイ

ドライン群（https://cio.go.jp/guides）及び内閣サイバーセキュリティセンターの

セキュリティ指針（https://www.nisc.go.jp/active/general/index.html）を参考に

情報システム等に係る指針等を十分理解し、本業務において留意すること。また、特

に重要な指針を下記に示す。 

① デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン 

② Webサイト等の整備及び廃止に係るドメイン管理ガイドライン 

③ 政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針 

④ 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群 

⑤ 政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群の見直し（骨子） 

⑥ 政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）運営委員会に関する基

本方針 

⑦ 主たる要員に変更が生じる場合には、速やかに機構に報告し、承認を得ること。

その際、代替要員については、サービスレベルの低下を防ぐために、能力及び経

験が同等以上の者を選定すること。 
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6. 受託者の経験と能力 

本業務の遂行にあたり、業務分析・改善、情報技術、品質管理、セキュリティ、ネット

ワーク等に係る知見のみならず、機構業務全体に係るデータを収集・管理・共有する仕組

み・体制の構築、その実現及び維持に向けた関係部・関係他システムとの調整・ファシリ

テーション等、本業務を円滑・効果的に実施できる社の経験・能力・体制を有しているこ

と。 

（1） 受託者の経験・能力等（必須要件） 

1) JIS Q 9001又は ISO9001（登録活動範囲が情報処理に関するものであること。）の認

証取得事業者であること。 

2) ISO27001(JISQ27001）/ISMS 適合性評価制度の認証取得事業者であること。 

 

（2） 業務従事者の経験・能力等 

1) 総括責任者の経験・能力等（評価対象） 

① 必須経験・能力等 

 （要件定義及び調達監理支援を含む）情報システム導入支援業務経験年数を 15年以

上有するとともに、「総括責任者」としての経験を 10件以上有すること。 

 情報システムに係るアドバイザリー経験年数を 10年以上（内、独立行政法人又は中

央省庁に対するアドバイザリー経験年数を 5年以上）有すること。 

② 有していることが望ましい経験・能力等（加点要件） 

 経済産業大臣が認定する「プロジェクトマネージャー試験」の合格。 

 米国 PMI が認定する「PMP（Project Management Professional）」資格。 

 経済産業大臣が認定する「情報処理安全確保支援士」の合格。 

 独立行政法人又は中央省庁において、「情報システムに係る政府調達の基本指針」

（2007年 3 月 1 日 各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）に基づき、情報

システム調達における調達仕様書や見積書の妥当性評価を実施した実績を有するこ

と。 

 独立行政法人又は中央省庁において、「業務・システム最適化計画策定指針（ガイド

ライン）」（2006 年 3 月 31 日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議）に基づ

き、本件業務が遂行できると判断できる、業務・システム最適化計画策定もしくは評

価業務を実施した実績を有すること。 

2) 業務責任者の経験・能力等（評価対象） 

① 必須経験・能力等 

 情報システム導入支援業務経験年数を 10年以上有するとともに、「業務責任者」と

しての経験を 5件以上有すること。 

 情報システムに係るアドバイザリー経験年数を 5年以上（内、独立行政法人又は中央

省庁に対するアドバイザリー経験年数を 2年以上）有すること。 

② 有していることが望ましい経験・能力等（加点要件） 
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 経済産業大臣が認定する「プロジェクトマネージャー試験」の合格。 

 独立行政法人又は中央省庁において、「情報システムに係る政府調達の基本指針」

（2007年 3 月 1 日 各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）に基づき、情報

システム調達における調達仕様書や見積書の妥当性評価を実施した実績を有するこ

と。 

 独立行政法人又は中央省庁において、「業務・システム最適化計画策定指針（ガイド

ライン）」（2006 年 3 月 31 日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議）に基づ

き、本件業務が遂行できると判断できる、業務・システム最適化計画策定もしくは評

価業務を実施した実績を有すること。 

3) 業務担当者の経験・能力等（評価対象外、以下の経験・能力を有することが望まし

い） 

① 各担当者が、情報システム導入支援業務の経験年数を 3年以上有すること。 

② クラウド・リスクに関する高度な専門的知識を有する者を 1名以上含めること。 

③ ITセキュリティ全般に関する高度な専門的知識を有する者を 1名以上含めること。 

 

7. 業務管理 

本業務の遂行にあたり、関係者とのコミュニケーション管理を充分に行うこと。 

（1） 作業工程毎に会議・情報伝達計画を策定し、機構 の承認を得ること。なお、会議・情

報伝達計画では、会議体の目的、開催頻度、対象者等を明確にすること。 

（2） 策定した会議・情報伝達計画に基づき、各作業工程における各種作業に関する打合

せ、成果品等のレビュー、進捗確認及び、課題共有等を行うための定例会を開催するこ

と。 

（3） 機構 から要請がある場合、又は機構との協議が必要な事案が発生した場合には、臨時

の会議を随時開催すること。 

（4） 各会議が開催される都度、原則 2 営業日以内に議事録（案）を機構情報システム部シ

ステム第一課に提示すること。また、同課確認後、会議全出席者の承認を得ること。 

 

8. 業務実施場所・環境等 

（1） 業務責任者は、機構で業務が予定されている場合、機構での業務場所は「機構麹町本

部（東京都千代田区二番町 5-25 二番町センタービル）内」とする。 

※機構職員の執務時間は、原則 9 時 30 分～17 時 45 分（昼休み 12 時 30 分～13 時 15 

分(45 分間)、土日及び国民の祝日を除く）である 

※なお、緊急事態宣言発令を受けて機構構麴町本部では出社率に上限を設けている（2021

年 6月時点の上限：機構役職員等総数の 30％）ことから、業務開始前に機構と協議の上、

機構内での業務従事日を決定すること。 

（2） 本業務実施に必要な機構内執務スペース、パソコン、メールアドレス、ユーザ ID等は

機構にて用意する。 
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9. 成果物及び業務提出物 

受託業者は、要件定義に係る業務と（次期 IT基盤契約受託事業者決定後）実施監理業務

において、以下の表の成果物を作成すること。なお、納入期限は本業務調達時点での目安

とし、受注後、業務実施計画書にて、機構の承認を得て決定するものとする。 

 

# 業務提出物名 詳細 納入時期 

1 業務実施計画書 

本業務の①背景・目的、②業務の進

め方・実施方法、③プロジェクト管理

方法、④作業スケジュール、⑤実施体

制等について記したものを作成し、業

務開始 2か月以内に提出すること。ま

た、計画書作成段階で、機構との協議

を通じ、成果物に対して求められるク

オリティ水準を確認し、プロジェクト

を通して、成果物のクオリティを担保

すること。 

2021年 11月末 

2 

 

現状調査報告書 

機構の業務内容、現行システム・通信

網の現状課題とニーズについて、調査

結果を資料として纏めること。 

2021年 12月末 

3 
最適化計画 

（目指すべき姿） 

現状調査報告書の内容を元に、政府動

向、技術動向、専門家としての知見の

観点を加え、次期 IT基盤の目指すべ

き姿を資料として纏めること。 

2022年 2月末 

4 
製品・サービス調査・分

析結果報告書 

最適化計画（目指すべき姿）の内容

を基に、製品やサービスを調査、分析

（メリット及びデメリットなどによる

製品比較）し、機構での導入に適した

製品やサービス候補を提示すること。

なお、製品やサービスの際は、

「（2） 本業務を実施する上での基本

的観点、4) 導入済もしくは導入

予定のクラウド製品・サービスの確認

及び他社クラウド製品・サービスとの

比較」を考慮すること。 

2022年 2月末 
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# 成果物 詳細 納入時期 

5 
 

要件定義書 

最適化計画（目指すべき姿）の内容

を基に、本業務の対象スコープに対し 

て要件定義書を作成すること。ドキ

ュメントの構成や添付資料について

は、適宜機構と協議し、決定するこ

と。なお、本ドキュメントは、調達仕

様書案になることを想定しており、調

達の際、提案事業者からの提案によ

り、よりよい技術が適用できる余地を

工夫して持たせること。 

2022年 5月末 

6 移行実施計画書（案） 

現行両運用契約受託事業者から次期

IT基盤契約受託事業者への円滑な移

行が実現するための計画（案）。次期

IT基盤契約の調達スケジュールを踏

まえ、現行両運用契約受託事業者が取

りまとめるべき引継事項、次期 IT基

盤契約本格稼働までの現行両運用契約

と次期 IT基盤契約の並行可動スケジ

ュール等を含めること。 

2022年 5月末 

  表６ 業務１に係る成果品  

    

# 成果物 詳細 納入時期 

1 調達計画書 

最適化計画（目指すべき姿）・要件

定義書の内容を基に、次期 IT基盤契

約の調達区分を取り決め、一連の調達

計画を示したドキュメントを作成する

こと。なお、計画書には、次々期も見

据えた調達のロードマップも含めるこ

と。 

2022年 10月末 

2 

調達仕様書（案）（仕様

書添付資料（案）、入札

説明書（案）、予定価格

積算根拠（案）含む） 

調達計画書に基づき、次期 IT基盤契

約の各調達仕様書（案）を作成するこ

と。仕様書（案）本文に加えて、調達

時に必要な資料一式（仕様書（案）添

付資料、入札説明書（案）、予定価格

2023年 3月末 
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積算根拠（案）含む）も機構と協議の

上、作成すること。 

表７ 業務 2に係る成果品 

 

# 成果物 詳細 納入時期 

1 引継進捗報告書 

本業務の①背景・目的、②業務の進

め方・実施方法、③プロジェクト管理

方法、④作業スケジュール、⑤実施体

制等について記したものを作成し、業

務開始 1か月以内に提出すること。ま

た、計画書作成段階で、機構との協議

を通じ、成果物に対して求められるク

オリティ水準を確認し、プロジェクト

を通して、成果物のクオリティを担保

すること。 

2024年 4月末 

2 実施監理支援報告書 

「設計・構築」フェーズの（課題の

抽出及び解決支援を含む）進捗管理に

係る報告書。当該業務において作成し

た会議資料や議事録等も含める。月次

での作成・提出を想定しており、内容

は随時機構に報告・相談すること。 

本業務実施期間中、 

月次で提出 

表８ 業務３に係る成果品 

 

10. 経費の精算・支払 

業務１.：受注者は成果物及び業務提出物を上記納入時期毎に提出する。2022年 5月最終提出

時に、成果物及び「業務完了届」を提出し、発注者による検査及び検査合格通知後、発注者は

受注者からの請求に基づき、契約書に定められた額（業務１）の一括支払を実施する。） 

業務２.及び３.：受注者は成果物及び業務提出物を上記納入時期に提出し、経費確定のため

「業務完了報告書」を四半期ごとに提出する。機構による検査及び検査合格通知後後、受注者

からの請求に基づき機構が四半期毎に支払を実施する。 
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11. 遵守事項 

契約書条文のほか、民法、刑法、著作権法、不正アクセス禁止法、行政機関の保有する個人

情報の保護に関する法律等の関連法規を遵守すること。 

 

12. 検収 

受託者は、成果物等について、納品期日までに機構に内容の説明を実施して検収を受けるこ

と。その際、機構側の負担を考慮し、余裕のあるスケジュールで説明等を実施すること。検収

の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等

を行い、変更点について機構に説明を行ったうえで、指定された日時までに再度納品するこ

と。 

 

13. その他 

（1） 成果物については、納入に先立って提示し、機構との協議及び、調整を踏まえ必要に

応じ修正すること。 

（2） 成果物として指定された文書類については、電子媒体（CD-ROM、DVD-R等）を提出す

ること。 

 

以 上 
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次期 IT 基盤要件定義に係るポイント 
次期 IT 基盤の要件定義について、下記ポイントを踏まえ検討・策定を行うこ

と。なお、2021 年度には「ポストコロナの情報システム基盤拡充・クラウド化

の設計・構築及び運用支援（サービス拡充）」及び「同（ステップ 5）（仮称）」

を実施する予定であるため、同業務状況や日本政府の IT 分野に係る方針に応じ

て下記ポイントは変更されうる。 
※複数項目において同一の記載内容については、以下のとおり「共通記載事項」

と定義し、各項目において「共通記載事項に同じ」と記載する。 
 
 共通記載事項 
「現行の運用業務について関係各位へのヒアリングを実施し、今後想定される

課題やリスク等についても明らかにする」 
 

1. IT 基盤（メール） 
(1).  「（2）本業務を実施する上での基本的観点 4）導入済もしくは導入予定の

クラウド製品・サービス」に記載のとおり、2020 年度に MS 社の「Exchange 
Online」を導入済・運用中である。次期 IT 基盤においても同サービスを引き

続き利用することを想定している。 
(2). 現行の運用業務について関係各位へのヒアリングを実施し、今後想定される

課題やリスク等についても明らかにする（共通記載事項）。 
(3). 「（2）本業務を実施する上での基本的観点 5）. クラウドとオンプレミス環

境の併存」に記載のとおり、残存する Exchange サービスのクラウド移行方

法について、ユーザ負担が最小限となる最適な移行計画を検討すること。 
 

2. IT 基盤（Web 会議・インスタントメッセージ・グループチャット） 
(1).「（2）本業務を実施する上での基本的観点 4）導入済もしくは導入予定のク

ラウド製品・サービス」に記載のとおり、2020 年度に MS 社の「Microsoft 
Teams」を導入済・運用中である。次期 IT 基盤においても同サービスを引き

続き利用予定である。 
(2).「共通記載事項」に同じ。 
 
3. IT 基盤（大容量ファイル送受信） 
(1).「（2）本業務を実施する上での基本的観点 4）導入済もしくは導入予定のク

ラウド製品・サービス」に記載のとおり、2020 年度に MS 社の「OneDrive」



及び「SharePoint Online」を導入済である。次期 IT 基盤においても同サービ

スを引き続き利用予定である。 
(2).「共通記載事項」に同じ。 

 
4. IT 基盤（ポータルサイト） 
(1). 「（2）本業務を実施する上での基本的観点 4）導入済もしくは導入予定の

クラウド製品・サービス」に記載のとおり、202１年度に MS 社の「SharePoint 
Online」を利用してクラウド化を行う予定である。次期 IT 基盤においても同

サービスを引き続き利用予定である。 
(2).「共通記載事項」に同じ。 
(3).「（2）本業務を実施する上での基本的観点 5）クラウドとオンプレミス環境

の併存」に記載のとおり、残存する SharePoint サービスのクラウド移行方法

について、ユーザ負担が最小限となる最適な移行計画を検討すること。 
 

5. ファイル共有サービス（T ドライブ、U ドライブ（部署、拠点間共有フォル

ダ） 
(1). 「（2）本業務を実施する上での基本的観点 4）導入済もしくは導入予定の

クラウド製品・サービス」に記載のとおり、2021 年度に MS 社の「Microsoft 
OneDrive 及び Teams」を利用してクラウド化を行う予定である。次期 IT 基

盤においても同サービスを引き続き利用予定である。 
(2).「共通記載事項」に同じ。 

 
6. ファイル共有サービス（H ドライブ（ユーザ個人ファイル格納フォルダ） 
(1).「（2）本業務を実施する上での基本的観点 4）導入済もしくは導入予定のク

ラウド製品・サービス」に記載のとおり、2020 年度に MS 社の「Microsoft 
OneDrive」を導入済・運用中である。次期 IT 基盤においても同サービスを引

き続き利用予定である。 
(2).「共通記載事項」に同じ。 

 
7. 認証基盤サービス 
(1).「（2）本業務を実施する上での基本的観点 4）導入済もしくは導入予定のク

ラウド製品・サービス」に記載のとおり、2020 年度に MS 社の「Azure Active 
Directory」を導入済・運用中である。次期 IT 基盤においても同サービスを引

き続き利用予定である。 
(2).「共通記載事項」に同じ。 
(3).「（2）本業務を実施する上での基本的観点 5）クラウドとオンプレミス環境



の併存」に記載のとおり、残存する Active Directory サービスのクラウド移行

方法について、ユーザ負担が最小限となる最適な移行計画を検討すること。 
 

8. 共通基盤（EAI）サービス 
(1).機構の共通基盤と（情報システム部以外の）各部署が独自に構築・運用して

いる各「業務システム」を EAI により連携していたが、「共通 DB」構築によ

り、2020 年度までにほぼ同サービスの利用を停止している状況である。 
(2).同サービスの現状を確認し、次期 IT 基盤では「同サービスを利用しない」こ

とを基本方針とすること。 
 

9. リモートアクセスサービス 
(1).「（2）本業務を実施する上での基本的観点 4）導入済もしくは導入予定のク

ラウド製品・サービス」に記載のとおり、2021 年度に Citrix 社の「Citrix with 
Windows Virtual Desktop」を導入予定である。次期 IT 基盤においても同サー

ビスを引き続き利用予定である。 
(2).「共通記載事項」に同じ。 

 
10. リモートワイプサービス 
(1).「（2）本業務を実施する上での基本的観点 4）導入済もしくは導入予定のク

ラウド製品・サービス」に記載のとおり、2020 年度に MS 社の「Microsoft 
Intune」を導入済・運用中である。次期 IT 基盤においても同サービスを引き

続き利用予定である。 
(2).「共通記載事項」に同じ。 

 
11. 資産管理ソフト 
(1).標準外ソフトウェアの管理・各 PC のソフトウェアバージョン管理が可能な

サービスを検討すること。 
(2).「共通記載事項」に同じ。 

 
12. その他基盤システム 
(1). クラウド・バイ・デフォルト原則に沿って、現行システムについてクラウド

移行検討をすること。 
 

13. セキュリティ（権限の管理・アクセス制御・多要素認証） 
(1). 「（2）本業務を実施する上での基本的観点、 4）導入済もしくは導入予定

のクラウド製品・サービス」に記載のとおり、2020 年度に MS 社の「Azure 



Active Directory」を導入済・運用中である。次期 IT 基盤においても同サービ

スを引き続き利用予定である。 
(2).「共通記載事項」に同じ。 

 
14. セキュリティ（操作ログ収集・分析・アラート検知・Web アクセス・メール） 
(1).「（2）本業務を実施する上での基本的観点 4）導入済もしくは導入予定のク

ラウド製品・サービスの確認及び他社クラウド製品・サービスとの比較」に

記載のとおり、2020 年度に MS 社の「Microsoft Defender for Endpoint」を導

入済・運用中である。次期 IT 基盤においても同サービスを引き続き利用予定

である。 
(2).「共通記載事項」に同じ。 

 
15. セキュリティ（ファイヤーウォール） 
(1).ファイヤーウォール（FireWall（以下「FW」という。）のひっ迫による通信遅

延が起こらないよう、Web 通信が FW を回避できる設計検討をすること。 
(2).Web 通信の一極集中を避けるため、FW への通信を分散できる設計検討をす

ること。 
 

16. セキュリティ（プロキシ） 
(1).「（2）本業務を実施する上での基本的観点 4）導入済もしくは導入予定のク

ラウド製品・サービス」に記載のとおり、2020 年度に Zscaler 社の「Zscaler 
Internet Access」を導入済・運用中である。次期 IT 基盤においても同サービ

スを引き続き利用予定である。 
(2).「共通記載事項」に同じ。 

 
17. 国内通信網 
(1).クラウド・バイ・デフォルト原則により、Web 通信サービスが増加すること

を想定し、FW・プロキシを圧迫しない通信帯域・通信設計の検討をすること。 
(2).現行の専用線ベースの回線形態からインターネット回線への移行を想定した

通信設計とすること。 
 
18. 在外拠点通信網 
(1).クラウド・バイ・デフォルト原則により、Web 通信サービスが増加すること

を想定し、FW・プロキシを圧迫しない通信帯域・通信設計の検討をすること。 
(2).現行の専用線の回線形態からインターネット回線への移行を想定した通信設

計とすること。 



(3).各拠点において、 Web 通信のローカルブレイクアウトを前提とした設計と

すること。 
(4).インターネット回線利用に関して現地事情により通信断のリスクが高い拠点

については専用線や特殊回線（衛星回線など）の利用を考慮した通信設計の

検討をすること。 
(5).ローカルブレイクアウト時のクラウド製品の利用にあたり、現地事情による

利用可否の調査を含め、ユーザビリティを検証する目的で PoC の検討をする

こと。 
(6).クラウド・バイ・デフォルト原則により、Web 通信サービスが増加すること

を想定し、当該通信網に関して本邦一括調達だけでなく現地各拠点による調

達も視野に入れた上で、機構にとって最適な調達方法および通信設計の比較

検討をすること。 
 

以 上 



JICA全体IT構成概略図（2020年5月時点）

2020年5月時点の概略図は以下。JICA関連機器・端末はNTTコミュニケーションズの通信網・機器の通過が必須であり、セキュリティが担保
される一方で、昨今の状況下では在宅や在外拠点からの利便性が損なわれていた。

クラウド

機構DC

国内/在外拠点×100

JICA PC

在宅

個人持出し
JICA PC

NCOMセキュリティ(SEC)基盤

標的型対策Mail SEC
(MTA/Trand)

リモート
(モバコネ/EDaas)

Teams

SharePoint

Mail

Skype

T-Drive

資産管理
(SCCM)

ログ相関分析

AD

操作ログ
(LANScope)

リモート
(APM)

PC SEC
（McAfee)

在外NAS

外部/内部FW

業務システム

独自ID

JICA ID
ログ相関分析 Proxy

クラウド Proxy
(検証中)

独自ID

サービス系 管理/SEC系
インターネット通信

専用線/VPN等の閉域通信 他部管理 廃止
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[STEP1]2020年9月時点
ユーザはJICAアカウントでTeamsを利用でき、ファイル共有含めてOneDrive、SharePointをクラウドプロキシ経由で高速・安全に利用可。但
し、JICA網の懸念点により、（この時点では）データ移行は行わなかった。

国内/在外拠点×100

JICA PC

クラウド

在宅

個人持出し
JICA PC

機構DC NCOM SEC基盤

標的型対策Mail SEC

リモート
(モバコネ/EDaas)

Teams

SharePoint

Mail

Skype

T-Drive

資産管理
(SCCM)

ログ相関分析

AD

操作ログ
(LANScope)

リモート
(APM)

PC SEC
（McAfee)

在外NAS

外部/内部FW

業務システム

Azure AD
JICA ID

OneDrive

SharePoint
(ファイル共有用)

①Azure AD連携
JICAアカウントでo365、
PW管理、スケジュール管

理等が簡単に

②OneDrive/SharePoint
を導入するがデータ移行しない
全データを移行すると、網・機器がボ
トルネックとなり、拠点からのアクセス
が困難（拠点はオンプレ利用）

拠点時はオンプレ、在宅
時はクラウド利用が基本
→ユーザの困惑が懸念

JICA ID

クラウドProxy
(在宅用)

JICA ID

ログ相関分析 Proxy

③国内在外問わずク
ラウドProxyを利用
JICAアカウントで利用

サービス系 管理/SEC系
インターネット通信

専用線/VPN等の閉域通信 他部管理 廃止
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[STEP2]2020年12月時点
2020年12月時点でメールのクラウド化が行われた。ユーザはメールをクラウド上で利用し始め、かつIntuneでPCセキュリティ向上やモバイ
ルでメール閲覧も可能となった。

国内/在外拠点×100

JICA PC

クラウド

在宅

個人持出し
JICA PC

機構DC NCOM SEC基盤

標的型対策
(オンプレ用)

Mail SEC
（オンプレ用）

リモート
(モバコネ/EDaas)

Teams

SharePoint

Mail
(並行稼動)

Skype

T-Drive

資産管理
(SCCM)

ログ相関分析

AD

Intune

リモート
(APM)

PC SEC
（McAfee)

在外NAS

外部/内部FW

業務システム

クラウド
Proxy

Azure AD

OneDrive Mail SEC

標的型対策

⑥Intune導入
パッチ適用や、データ

消去により、PC持出し
/ファイル共有が簡易化

Mail
(並行稼動?)

⑤クラウドProxy本格利用
・ユーザで都度プロキシ切替不要

④メールのクラウド化
(SEC含む)

並行期間等は検討

VDI

SharePoint
(ファイル共有用)

ログ相関分析 Proxy

サービス系 管理/SEC系
インターネット通信

専用線/VPN等の閉域通信 他部管理 廃止
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[STEP3]2021年3月時点
2021年3月までに、在宅でも十分なセキュリティを確保するべくEDRの導入及び、FUやアプリ配信用にMECM(旧SCCM)をクラウド化し、ログ
相関分析で一元的に管理できる環境を構築した。ユーザ視点では機能は変わらないがよりセキュアな環境を提供できるようになった。

⑧セキュリティ基盤の強化
PCをJICANW外で管理。MECMク
ラウド化、相関分析によりログを確認

国内/在外拠点×100

JICA PC

クラウド

在宅

個人持出し
JICA PC

機構DC NCOM SEC基盤

リモート
(モバコネ/EDaas)

Teams

SharePoint

Skype

T-Drive

ログ相関分析

Intune

リモート
(APM)

ウイルス対策
+EDR

在外NAS

外部/内部FW

業務システム

クラウド
Proxy

Azure AD

OneDrive

Mail

Mail SEC

標的型対策

パッチ適用
(Intune)

ログ相関分析

⑦EDR導入
標的型攻撃対策や
PCの振る舞い追跡

をリアルタイム化
(必要ならデータ削除)

VDI

SharePoint
(ファイル共有用)

資産管理
(SCCM)

AD

Mail
(並行稼動)

サービス系 管理/SEC系
インターネット通信

専用線/VPN等の閉域通信 他部管理 廃止
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標的型対策
(オンプレ用)

Mail SEC
（オンプレ用）

ログ相関分析 Proxy



JICA情報システム基盤

JICA全体IT構成概略(クラウド化後)

メールがクラウド化され、端末識別がintuneで可能となる。別途進めているローカルブレークアウトで、許可された端末(※)であれば、どこからでも
同様にo365(Teams/Mail/ファイル共有)が利用でき、在宅環境が大きく改善された。

国内/在外拠点

JICA
PC

専用線

クラウド

在宅/出張先等(国内外)

持ち出し
JICAPC

機構DC/セキュリティ基盤(東京)

リモート
(モバコネ/EDaas)

TeamsSharePoint
(ジャイナビ等)

SkypeT/U-Drive

業務システム
(有償資金S/事業管理支援S/

経理業務統合S 等)

クラウドProxy

ファイル共有
(OneDrive/SPS)

サービス系 管理
インターネット通信

専用線/VPN等の閉域通信 他部管理 廃止
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在外NAS

Intune+
セキュリティ対策 スマホ出張用

PC
個人
PC※

Intuneによる機能拡充:1月～
 JICA PCで多要素(SMS)認証不要
 出張用/個人PCでメール閲覧
 スマホメール機能拡充(モバコネ廃止)

→Outlookアプリで認証簡易化、受信通知、
受信メールをオフラインで閲覧が可能等

メールクラウド化:1月～
 メール容量100GB
 Teams/Outlook予定連動
 APM不要でどこからでもメール利用

(機構DCを経由せず直接通信)

1

2

Intune

Mail1

2

JICA PC持ち出し:2,3月～
 セキュリティ(EDR/Zscaler)ソフトウェア

+Intune導入で端末セキュリティ向上
→在外でもPC持ち出しが可能に

ローカルブレークアウトで高速なアクセ
スを実現:順次拠点に適用
 拠点からクラウドへのアクセスは、東京の機

構DCを経ずに直接通信

4
3

4
3

MSセキュリティ



2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

全体スケジュール
（案）

本体業務：運用

運用※※

本体業務：設計・構築

調達
手続き

設計・構築

▼5/31
コンピュータシステム運用等業務
現契約期限終了

契約延長期間終了（予定）
延長契約を想定

▼3/31
情報通信網の更改業務
現契約期限終了 契約延長期間終了（予定）

契約延長を想定

事前準備・
要件定義

※公告時点での想定で、変更の可能性あり
※※「運用」期間は5年間を想定

実施監理支援調達支援

要件定義
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主管部名 情報システム名 システム概要 アクセス形態 運用・保守事業者

グループウェア基盤
組織内情報共有基盤・コミュニケーションツールとして電子メールサービス、グ
ループウェア基盤を提供する。 

PC用クライアント専用アプリ
ケーションを用いてアクセスす
るシステム

アクセンチュア株式
会社

EAI共通基盤 複数の業務システムを連携させ、データやプロセスを統合するためのシステム。 
その他のアクセス方法を用いる
システム

アクセンチュア株式
会社

共通サーバ基盤

全体最適化プログラムの一環として導入された各システム共同で利用・管理す
る、サーバ、ストレージ、ネットワーク機器等。業務利用開始となる2019年4月
からは、事業管理支援S、派遣S、ボランティアS、調達・契約管理S、研修事業総
合S、経理業務統合Sが利用する他、ウイルス対策、パッチ対応、ログ管理、バッ
クアップ等の機能がある。2019年4月以降、無償S、人材DB、DIGNITAS、ALMが追
加された。今後も必要に応じ、他システムも追加する見込みである。

その他のアクセス方法を用いる
システム

東芝デジタルソ
リューションズ

共通DB

全体最適化プログラムの一環として導入された各システム共同で利用・管理する
データベース。業務利用開始となる2019年4月からは、事業管理支援システム、
派遣システム、人材データベース、ボランティアシステム、調達・契約管理シス
テム、研修事業総合システム、経理業務統合システムにて複数システムにて利用
するデータを共通DB上に集約する。 
また、統計情報ツールとして、予算管理等の情報を提供する。

その他のアクセス方法を用いる
システム

アクセンチュア株式
会社

Active Directoryサーバ
基盤系サービス及び各種業務システム（主にハウジング対象システム）におい
て、必要なユーザID管理やアクセス制御を一元的に実施する認証基盤 

その他のアクセス方法を用いる
システム

アクセンチュア株式
会社

ファイルサーバ（DC内オンプ
レミス）

保存したファイルを、ネットワーク内の複数のコンピュータからアクセスできる
仕組み。ファイル共有・一時保存用ドライブ、アーカイブ用ドライブ、個人用ド
ライブが含まれる。 

ファイル閲覧ソフト（エクスプ
ローラー等）を用いてアクセス
するファイル共有システム

アクセンチュア株式
会社

FileMakerサーバ
各部が保有する「ファイルメーカー」を用いた小規模システムを動作させるため
のサービス環境やメンテナンスサービスを提供する。 

PC用クライアント専用アプリ
ケーションを用いてアクセスす
るシステム

アクセンチュア株式
会社

APMサーバ
インターネット経由で、JICAの情報共有基盤サービスやファイル共有サービスに
アクセスして、各サービスを利用できるようにするためのリモートアクセスシス
テム 

その他のアクセス方法を用いる
システム

アクセンチュア株式
会社

大容量ファイル送受信サービ
ス（GIGAPOD）

メールに添付できない大容量のファイルを外部の関係者と送受信する。 
Webブラウザ経由でアクセスす
るシステム

アクセンチュア株式
会社

EDaaSサーバ
独自認証を利用した社外からのリモートシステム（機構外のWindows PCから接続
可能）

Webブラウザ経由でアクセスす
るシステム

NTTコミュニケー
ションズ

情報システム台帳

機構内の情報システムを登録する台帳 
構成は本部Tフォルダ上にAccessのデータベースを配置し、入力フォーム(accde)
は各部門IT担当のデスクトップ上で実行操作する。 
 
毎年度に機構内の情報システムを棚卸し内容を登録するために使用する 

PC用クライアント専用アプリ
ケーションを用いてアクセスす
るシステム

委託していない

有償資金協力システム
国際協力機構の本部及び在外事務所で利用される有償資金協力業務（円借款及び
海外投融資）に係る機能を有する。また、借入人へ貸付実行通知や各種請求書な
どを早期通知するための、電子ファイル参照機能を有する。

Webブラウザ経由でアクセスす
るシステム

株式会社NTTデータ

決裁システム
機構の意思決定を行う決裁書の起案、合議／協議、決裁、保存管理等を一体的に
行うワークフロー及び文書管理システム（ファイルメーカー）

PC用クライアント専用アプリ
ケーションを用いてアクセスす
るシステム

（株）国際協力デー
タサービス

法人文書ファイル管理簿シス
テム

機構の保有する法人文書ファイルにかかる情報公開を適切に行うため、法人文書
ファイルの保存期間、保存場所等を登録・管理するもの。

Webブラウザ経由でアクセスす
るシステム

富士電機株式会社

広報室 JICA公式ウェブサイト

JICA公式ウェブサイトの公開のため、外部のデータセンター内にWebサーバ、CMS
サーバ、メール・データベースサーバおよびUTMからなるシステムを構築してい
る。外部公開情報はWebサーバに静的コンテンツを、メール・データベースサー
バに動的コンテンツを格納し、メール・データベースサーバには外部通報窓口や
お問合せ窓口、地球ひろばのイベント申し込みなどで寄せられた個人情報が蓄積
されている。CMSサーバはJICA内部および業務委託先のみがアクセス可能として
いる。

Webブラウザ経由でアクセスす
るシステム

株式会社国際協力
データサービス

安否確認システム

セコムトラストシステムズ（株）が提供するクラウドサービスで、災害などの非
常時に、契約企業の社員・家族の安否確認の代行および安否状況の収集を行う。
システムはインターネット上に公開されており、特定の利用者がログインして安
否状況を報告し、管理者はその集計結果を参照します。災害時に使用するシステ
ムであり、インターネットに接続可能な端末からのアクセスを広く受け付けるた
め、端末IP制限や電子証明書等用いたアクセス制御は行っていない。

Webブラウザ経由でアクセスす
るシステム

セコムトラストシス
テムズ株式会社

人事・勤務システム

人事・勤務システムは、部署・拠点（国内、及びIP-VPN又はインターネットVPN
接続可能な海外拠点）より人事関連要務手続きを行うために利用されるシステム
で、機構DC内に構築され、稼働しています、
機構職員はイントラネット接続端末を利用して人事関連の専用ウェブサイトに接
続し、各種登録や申請業務を実施できる（各種作業、提出、申請/届出に加え、
承認受領、人事関連事項に関する各種連絡/指示、フィードバック等の受領、特
定職員による人事データの参照が可能）

Webブラウザ経由でアクセスす
るシステム

NECネクサソリュー
ションズ株式会社

財務部 経理業務統合システム

主に以下の経理業務を行うシステム
・予算情報の登録及び管理
・予算執行決議、支出決議、収入決議の登録及び管理
・伝票作成
・資金、物品管理
・決算情報の管理

Webブラウザ経由でアクセスす
るシステム

アクセンチュア株式
会社

企画部 事業管理支援システム JICA事業の案件情報、実施計画、事業実績（統計情報）等を管理するシステム
Webブラウザ経由でアクセスす
るシステム

富士通・東京セン
チュリー

社会基盤・平和構築部
JICA-Net Web システム
（JICA-Netライブラリ）

JICAが技術協力等の事業実施のために作成したマルチメディア教材、遠隔セミ
ナー資料を保存・提供し、国際協力機構の事業で活用されることを目的としてい
ます。

 　本システムは外部公開用のホームページ（以下「HP」という）を提供する目的
のものであり、外部委託先のエヌ・ティ・ティ・ラーニングシステムズ株式会社
(以下、「NTT-LS社」という)がソフトウェア・システムを構築し、同社契約のエ
ヌ・ティ・ティ・ピー・シーコミュニケーションズ株式会社(以下「NTT-PC社」
という)が提供するホスティングサービス｢WebARENA｣上に構築され・稼動してい
ます。インターネット上でJICA-Netライブラリとして公開されており、不特定の
利用者がアクセスし、JICAの知見をまとめたマルチメディア教材に関する情報を
検索・参照することができます。（取り扱う情報は一部を除き公開可能な情報で
す）

Webブラウザ経由でアクセスす
るシステム

エヌ・ティ・ティ・
ラーニングシステム
ズ株式会社

国内事業部
研修事業総合システム
（Knowledge Co-creation
Program System (KCCPS))

［最適化対象システム］研修事業の一連の業務を担うシステム。
研修にかかる要望調査から帰国研修員のFollow まで幅広くカバー。
「業務主管システム最適化方針」を受け、システム更改に合わせ、「研修員シス
テム」→「研修事業総合システム」として新規開発。「研修員システム」+「連
動するFMシステム」を統廃合。
※研修員システムについては、処理対象者を研修員のみに限っているが、本シス
テムでは研修員のみならず、研修監理員やJDS・円借款留学生についても処理対
象者となることから、名称を「研修員」に特化しないよう「研修事業総合」とし
た。

Webブラウザ経由でアクセスす
るシステム

日本電子計算株式会
社

資金協力業務部
無償資金協力実施監理システ
ム

無償資金協力事業の実施監理に係る基本情報及び資金の管理など。所管部署/主
管部名/主管課名は企画部（業務企画第一課）及び資金協力業務部（計画・調整
課）。

Webブラウザ経由でアクセスす
るシステム

富士通株式会社

調達部主管システム
コンサルタント契約に係る情報（登録管理マスタ、会社情報、全省庁統一資格
等）、機材調達に係る情報、一般契約に係る情報をとりまとめたファイル・メー
カーシステム。

PC用クライアント専用アプリ
ケーションを用いてアクセスす
るシステム

株式会社国際協力
データサービス

調達・契約管理システム 調達・契約にかかる手続きを実施するためのシステム。
Webブラウザ経由でアクセスす
るシステム

株式会社日立システ
ムズ

派遣システム

2004年度に開発された専門家及び調査団の海外への派遣手続きに係るシステムで
ある。2003年4月派遣中、2003年4月以降に派遣された専門家が登録されている。 
人選等手続依頼サブシステムは主管部からの専門家の人選手続や、調査団派遣に
係る依頼を受け付ける。 
派遣者ポータルは、派遣中の専門家から各種申請、届を受け付ける。

Webブラウザ経由でアクセスす
るシステム

富士通株式会社

人材データベース

国際協力人材部が所管する派遣システムからデータ連携された専門家や調査団員
の情報を蓄積し、同様に、青年海外協力隊事務局が所管するボランティアシステ
ムからデータ連携されたボランティアの情報を蓄積している。(2003年に開発) 
2019年4月からは最適化対応に伴い、人材情報(氏名、生年月日)を共通DBに連携
している。

Webブラウザ経由でアクセスす
るシステム

富士通株式会社

派遣者ポータル

2004年度に開発された専門家及び調査団の海外への派遣手続きに係るシステム
で、派遣システムに包含されている形態となっている。派遣者ポータルでは、海
外に滞在する専門家からの各種届出や申請を受け付ける。 
※維持費は派遣システムと同様

Webブラウザ経由でアクセスす
るシステム

富士通株式会社

青年海外協力隊事務局 ボランティアシステム

ボランティアシステムは、ボランティア事業の運営に伴い、募集段階～帰国後段
階まで利用する基幹システムであり、次の主要機能によって構成される。①募
集・選考、②訓練・研修、③派遣手続、④派遣経費、⑤帰国後隊員管理機能も有
している。その使用にあたっては、機能別にアクセス権を設定しており、ログイ
ンIDは機構内のネットワークログインと同じWindows IDに紐づいている。

Webブラウザ経由でアクセスす
るシステム

日本電子計算株式会
社

緒方貞子平和開発研究所
（市ヶ谷）

JICA図書館システム(OPAC)
JICA図書館システム（OPAC)は、図書館の蔵書をオンラインで検索するためのシ
ステムで、外部公開用と内部用の2つのシステムが稼働している。外部公開用は
インターネットからアクセスし、情報を検索・閲覧することができる。

Webブラウザ経由でアクセスす
るシステム

紀伊國屋書店

調達・派遣業務部

情報システム部

総務部

人事部

機構本部主要基盤・業務システム一覧（2021年7月時点）
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閲覧資料一覧 

 
＜本業務対象契約＞ 
 「コンピュータシステム運用等業務（運用フェーズ）」委託契約書（第 1～10

回変更契約書含む） 
 「JICA 情報通信網の更改」委託契約書（第 1～24 回変更契約書含む） 
 
＜前回要件定義等契約＞ 
 「新情報共有基盤整備に係る実施計画策定支援及び実行監理」委託契約書（第

1・2 回変更契約書含む） 
 
＜基盤クラウド化関連契約＞ 
 「ポストコロナの情報システム基盤拡充・クラウド化の設計・構築及び運用

支援」委託契約書 
 「ポストコロナの情報システム基盤拡充・クラウド化の設計・構築及び運用

支援（ステップ 2 及び 3）」委託契約書 
 「ポストコロナの情報システム基盤拡充・クラウド化の設計・構築及び運用

支援（サービス拡充）」委託契約書 
 
 

以 上 
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